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＊ひとり親家庭等のための＊

サポートガイドブック 
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子ども未来部 子育て相談課 
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＊ は じ め に ＊  

 ひとり親家庭のための子育てなどの支援をまとめた「那須塩原市ひとり親家庭等サポー

トガイドブック」を作成しました。このガイドブックは母子家庭・父子家庭・寡婦の方の

ための制度や各種相談窓口のほか、役立つ情報を紹介したものです。 

 気になる制度やサービスなどがありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。 

 

那須塩原市 子ども未来部 子育て相談課 

発達支援・ひとり親担当 

 

＊ひとり親家庭とは 

 次のいずれかに該当する方が２０歳未満の子どもを養育している家庭をいいます。 

○ 配偶者が亡くなった方 

○ 配偶者と離婚した方 

○ 配偶者の生死が明らかでない方 

○ 配偶者から遺棄されている方 

○ 配偶者が海外に居るため、その扶養を受けられない方 

○ 配偶者が拘禁されているため、その扶養を受けられない方 

○ 配偶者が精神又は身体の障害により働けないため、その扶養を受けることができない方 

○ 婚姻によらないで母又は父となった方 

 

＊寡婦とは 

 かつて母子家庭の母であった方で、子どもが成人した後もなお、現在配偶者がいない方をい

います。 

 

このガイドブックで紹介する制度の対象となる方は、次のように表示しています。 

 母子家庭が対象のもの ・・・ 母 

  父子家庭が対象のもの ・・・ 父 

  寡婦家庭が対象のもの ・・・ 寡 

 

 

※ 制度によっては、上記の表示があっても要件に該当しない場合や利用できないことがあり

ます。ご利用にあたっては、事前にお問い合わせ先へご確認ください。 
 

※ 制度によって、対象の範囲、子どもの年齢等の条件が異なりますので、それぞれの制度の

説明で確認ください。 
 

※ ガイドブックの記載内容は概要ですので、各制度の詳細は、各文中の「お問い合わせ先」

にご照会ください。 
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困ったときの相談  

各相談窓口では次のとおり相談に応じています 

＊母子・父子自立支援員  母 父 寡 
 ひとり親家庭や寡婦が抱えているいろいろな悩み事の相談に応じたり、職業能力の向

上や求職活動に係る支援や情報提供などを行っています。 

電話や面接での相談に応じるほか、必要に応じて家庭訪問も行います。 

 

 

＊家庭相談員  母 父 寡 
 子ども（０歳～１８歳未満）の養育に関する悩み、子どもに関わる家庭の人間関係について

の悩みなど家庭児童の福祉に関する相談に応じています。  

電話や面接での相談に応じるほか、必要に応じて家庭訪問も行います。 

 

 

＊女性相談支援員  母 寡 
 ＤＶ問題をはじめ女性が抱える様々な悩みなど、電話や面接での相談に応じています。 

（ＤＶとは：配偶者やパートナーなど、親密な関係にある者からの暴力をいいます。） 

 

 

＊児童相談所  母 父 寡 

 子ども（０歳～１８歳未満）の養育、育児、しつけ、障害、虐待などについての相談に

応じています。 

 電話や面接での相談に応じるほか、児童の問題を専門に担当する児童福祉司が家庭や

学校を訪問しています。 

 

 

＊テレホン児童相談  母 父 寡 

 子どもについての心配や悩みを持っている方や子ども本人が気軽に相談できるよう、

専門の相談員が電話で相談に応じています。相談は匿名でも構いません。 

 

 

 

＊児童相談所虐待対応ダイヤル  母 父 寡 

 虐待を受けている可能性がある児童を見つけた場合や、虐待をしてしまうなど子ども

の養育で悩んでいる場合など、相談に応じます。相談は匿名でも構いません。 

 

 

お問合わせ先 子育て相談課 発達支援・ひとり親担当（℡0287-46-5538） 

お問合わせ先 ℡028-665-7788 午前 9 時～午後 8 時まで通年可（365 日、年末年始も含む） 

お問合わせ先  ℡ １８９（いちはやく） ※一部のＩＰ電話からはつながりません  

         ⇒お近くの児童相談所につながります 

お問合わせ先  子育て相談課 発達支援・ひとり親担当（℡0287-46-5538） 

お問合わせ先  子育て相談課 児童家庭担当（℡0287-46-5537） 

お問合わせ先  県北児童相談所（℡0287-36-1058） 
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＊民生委員・児童委員 （主任児童委員）  母 父 寡 

 生活に困っている方や、子どもに関する心配事、ＤＶに関する悩み等のある方などの

相談に応じています。 

 民生委員・児童委員は、母子・父子自立支援員、家庭相談員、女性相談支援員、福祉事

務所、児童相談所などと協力して、地域で福祉活動を行っています。 

 民生委員・児童委員のうち主任児童委員は、児童問題を専門に担当し、児童健全育成、

子育て支援等において、行政機関と連携しながら活動しています。  

※民生委員・児童委員は、自宅の玄関に「民生委員・児童委員」という門標をかかげています。 

 

 

 
 
 

＊とちぎ男女共同参画センター相談ルーム  母 父 寡 

（女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター） 
 女性を取り巻く様々な問題や複雑多様な悩みに対応するため栃木県が総合的な相談窓

口を設け、女性相談支援員等が相談に応じています。 

また、配偶者暴力相談支援センターとして、ＤＶ被害者の相談に応じたり、保護するな

ど、助言や支援、必要な情報の提供等を行います。 

★ とちぎ男女共同参画センター（パルティ）  住所：宇都宮市野沢町４－１ 

【相談ルーム】 

女性のための相談・配偶者暴力相談 電話番号０２８－６６５－８７２０（相談専用電話） 

男性のための相談 電話番号０２８－６６５―８７２４（相談専用電話） 

相談の種類 日   時 内    容 

女

性

の

た

め

の 

相 

談 

一般相談  

(面接※は要予約) 
月曜日～日曜日 9時～16時 

自分の生き方や人間関係等様々な悩みに  

ついて女性相談員が相談をお受けします。  

 

専 

門 

相 

談 

法律相談(面接) 

(要予約) 

毎月第２・第４木曜日  

13 時 30 分～15 時 30 分 

法律的な問題について女性の弁護士

が相談をお受けします。  

ＤＶ法律相談(面接) 

(要予約) 
電話でお問い合わせ下さい。 

DV について女性の弁護士が相談を

お受けします。  

カウンセリング

ルーム(面接 ) 

（要予約）  

毎月 第 2・第 4 金曜日  

13 時～16 時  

悩みや相談を聞いて欲しいなど心理

の専門家が支援します。  

配偶者暴力相談  

(面接※は要予約) 

月曜日～金曜日 9 時～20 時  

土曜日、日曜日９時～16 時 

配偶者暴力相談支援センターとして、

DV についての相談をお受けします。 

男性のための電話相談  
毎週 月曜日・水曜日  

17 時 30 分～19 時 30 分 

自分の生き方や人間関係等様々な悩

みについて男性相談員が相談をお受

けします。  

※面接相談は火曜日～日曜日  ９時～１６時  

※祝休日及び年末年始はお休みです。  

 

お問合わせ先  社会福祉課 地域福祉係（℡0287-62-7135） 

子育て相談課 発達支援・ひとり親担当（℡0287-46-5538） 
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年金・手当のこと  
 
＊児童扶養手当  母 父 
 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の

促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 

◆ 支給要件  

次のいずれかに該当する児童（１８歳に達する日以後最初の３月３１日まで（政令で定める程度の障

害を有する場合は２０歳未満））を監護している父、母または養育者（父または母に代わってその児童を

養育している方）に支給されます。 ※父及び養育者は、生計を同じくしている場合に支給されます。 

１ 父母が婚姻を解消した児童          

２ 父または母が死亡した児童 

３ 父または母が重度の障害の状態にある児童   

４ 父または母の生死が明らかでない児童 

５ その他（父または母から１年以上遺棄している児童など） 

◆ 上記の支給要件に該当していても、手当を受給できない場合 

 １ 児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき 

２ 児童が児童福祉施設等（保育所を除く）などに入所していたり、里親に委託されたとき 

３ 児童が父または母と生計を同じくしているとき（その者が政令に定める程度の障害の状態にある場合を除く。）  

４ 児童が父または母の配偶者（事実上の配偶者を含む。）に養育されているとき 

◆ 所得制限 

受給資格者及び扶養義務者等の前年の所得に応じ、その年度（１１月から翌年の１０月まで）の手

当の支給区分（全部支給、一部支給、全部支給停止）が決まります。 

◆ 手当の支給 

手当は認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、２か月分ずつ年６回  

（１月、３月、５月、７月、９月、11月）支払月の前月までの分が、指定した金融機関の口座に振

り込まれます。 

◆ 申請手続き 

申請の前に、申請に必要な書類などの確認を行ってください。 

※ 平成２０年４月分の手当 から児童扶養手当の一部支給停止措置が始まりました。 

(1)児童扶養手当受給開始から５年または(2)離婚などから７年のいずれか早いほうの期間が経過し

たときに、手当の一部が減額される可能性があります。 

ただし、就業・求職活動を行い、所定の届出を行えば、支給停止にならない場合があります。 

 
 

  

お問合わせ先  子育て支援課 給付係（℡0287-46-5533） 
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＊遺児手当  母 父 
 父母の一方または両方を失った義務教育終了前の児童を監護しており、一定の条件に該当する方に児童

1人つき月額３，０００円が支給されます。一定の所得制限があります。 

 

 
 
 

＊遺族基礎年金・遺族厚生（共済）年金  母 父 
 被保険者が亡くなり、その人に扶養されていた配偶者または児童（満１８歳に達する日の属する年度末

までの間の子、または20歳未満の国民年金法に定める障害の1級・２級に該当する子）に年金が支給さ

れます。国民年金からは「遺族基礎年金」が、厚生年金または共済年金からは「遺族基礎年金＋遺族厚生

（共済）年金」が支給されます。ただし、加入していた年金や保険料の納付期間などにより支給されない

場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合わせ先  子育て支援課 給付係（℡0287-46-5533） 

   国民年金は → 国保年金課 国保年金係（℡0287-62-7129） 

厚生年金は → 大田原年金事務所（℡0287-22-6311） 

共済年金は → 加入していた共済組合にお問い合わせください。 

お問合わせ先 
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暮らしのこと  

＊ファミリーサポートセンター  母 父 

 子育てのサポートをしてほしい人（利用会員）に、子育てのサポートができる人（サポート会員）

を紹介します。サポート内容は、保育施設や習い事の送迎、保護者が仕事やリフレッシュしたいと

きの子どもの預かりなどです。利用には、事前に会員登録が必要です。子どもの対象年齢は中学 3

年生までです。 

 

 

 

＊ファミリーサポートセンター利用料助成事業  母 父   
ひとり親家庭等の経済的負担軽減を図るため、利用料の助成事業を実施しています。 

助成を受けるには、事前登録が必要です。 

◆ 助成金額 

利用料の２分の１（１月あたり１万円を限度とします。） 

 

 

 

＊ひとり親家庭医療費助成事業  母 父 

 ひとり親家庭等の生活の安定と健康増進を図るため、ひとり親家庭の親と子（１８歳に達する日以後

最初の３月３１日まで）が病気などのため医療機関で診療を受けたとき、窓口で支払う保険診療自己負

担分を助成しています。ただし、前年の所得が一定額以上の場合は、対象とならないことがあります。 

  

 

 

＊ひとり親家庭等日常生活支援事業  母 父 寡 

 母子家庭、父子家庭及び寡婦が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの理由により、

一時的に生活援助、保育サービスを必要とする場合、また生活環境等の激変により、日常生活を営むの

に支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣します。 

◆ 手続き 

  派遣を希望する家庭は、あらかじめ登録が必要です。 

 

 

  

お問合わせ先  ファミリーサポートセンター（℡0287-47-6252） 

 那須塩原市ひとり親家庭福祉連合会（℡0287-37-5122） 
【事務局：那須塩原市社会福祉協議会 地域福祉課 地域支援係】 

 

お問合わせ先 

お問合わせ先 子育て支援課 子ども福祉係（℡0287-46-553２） 

お問合わせ先  子育て支援課 給付係（℡0287-46-5533） 
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＊生活福祉資金  母 父 寡 

 他資金からの借入れが困難な低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相

談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進

を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。 

 なお、母子父子寡婦福祉資金（P7 参照）や各奨学金等の貸付対象となる方は、その借入れを優

先してください。（他制度優先が原則です。） 

◆ 貸付金の種類 

・総合支援資金 

 失業や収入の著しい減少により、世帯の生活維持ができなくなったなど生活の立て直しが必要

なときに、再就労等までの間、生活費や一時的費用を貸し付けて支援するものです。※１ 

・福祉資金福祉費 

 所得の少ない世帯や障害・介護など生活課題を抱えている世帯に対し、資金の貸付けと必要な

相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図るため、具体的な利用目的

に対し貸し付けるものです。 

・福祉資金緊急小口資金 

 緊急的かつ一時的に生計維持が困難となった世帯が、資金の貸付けによってその後の生活及び

償還の見通しが立つ場合に貸し付けるものです。※１ 

・教育支援資金 

 学費等の捻出が困難な低所得世帯に対し、高等学校や大学等への入学や在学中に必要な経費を

貸し付けし、就学と将来の就労を支援するものです。 

◆ 貸付利率 

総合支援資金及び福祉資金福祉費については、連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は年

１．５％。 

福祉資金緊急小口資金及び教育支援資金は無利子。 

※１：原則として、生活困窮者自立相談支援事業の利用が申請条件です。 

 

 

 

＊生活困窮者自立支援制度 母 父 寡 

 仕事や就職活動に不安がある（仕事が長続きしない・仕事の経験がない）、経済的な問題で困ってい

る、家計管理がうまく行かないなど、生活の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。 

 

 

 

 

＊生活保護  母 父 寡 
生活保護は、病気や失業等で収入がないときや、収入が少なく生活ができないような場合に、利用で

きる制度です。 

生活保護の申請は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所にしていただくことになります。申請

を受けた福祉事務所は、その世帯の収入や資産の状況等について調査したうえで、その世帯が生活保護

が必要かどうか判断します。生活保護を受給することになった場合、その保護費は、国の定める保護基

準で算定したその世帯の最低生活費と世帯の収入を比べ、その不足分が支給されます。 

 

        那須塩原市社会福祉協議会 地域福祉課 困窮支援係（℡0287-37-6833） お問合わせ先 

        那須塩原市社会福祉協議会 地域福祉課 困窮支援係（℡0287-37-6833） 

お問合わせ先  生活福祉課 保護係（℡0287-62-7136） 

お問合わせ先 
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＊母子・父子・寡婦福祉資金 母 父 寡 

 母子・父子家庭の生活の安定と、その児童の福祉の向上を図るために各種資金の貸し付けを行います。 

◆ 貸付を受けられる方  ２０歳未満の子を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父とその児童 

          寡婦、40 歳以上の配偶者のいない女子であって現に児童を扶養していな

い方（扶養している子どものない方は、前年の所得が一定額以下の方） 

◆ 貸付金の種類  事業開始資金・事業継続資金・修学資金・技能習得資金・修業資金・就職支度 

資金・医療介護資金・生活資金・住宅資金・転宅資金・就学支度資金・結婚資 

金の 12種類です。 

◆ 連帯保証人   貸付金の種類によっては、連帯保証人をたてることによって、無利子となります。  

◆ 償還(返済)方法 定められた期限内に月賦、半年賦、又は年賦で返済します。 

 

                 ※ 詳しくは栃木県ホームページを参照ください➤ 

 

 

 

 

 

住まいのこと  

＊公営住宅  母 父 

 20 歳未満の子を扶養する配偶者のいない方は、県営又は市営の公営住宅に優先的に入居できる場合

があります。詳しくはお問い合わせください。 

 

市営住宅… 

 

 

県営住宅… 

 

 

 

 

お問合わせ先  子育て相談課 発達支援・ひとり親担当（℡0287-46-5538） 

お問合わせ先  やしおプラザ[とちぎ県北不動産業協同組合]（℡0287-74-2800）    

住所：那須塩原市末広町 53-71 

お問合わせ先  那須プラザ[とちぎ県北不動産業協同組合]（℡0287-74-5901） 

        住所：那須塩原市末広町 53-71 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/welfare/kodomo/hitorioya/1178580426452.html
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子どものこと  

＊保育園・認定こども園・地域型保育事業所 母 父 

 保育園や認定こども園、地域型保育事業所は、保護者や同居の家族が仕事をしていたり、病気などの

理由で子どもを保育できない場合に利用できます。対象年齢は、乳児（０歳児）から小学校就学前まで

です。 

 保育園等では、心身の健全な発達が図られるよう、子どもの年齢や成長に応じた保育を行います。集

団保育が可能であれば、障害をもつ児童の保育も実施しております。 

また、子育てに関する情報提供や子育て相談も行っています。 

更に、産後休暇・育児休業終了後の就業に伴う乳児保育をはじめ、保護者の働き方の多様化に対応で

きるよう、延長保育や休日保育、病児病後児保育などの保育を実施しています。 

入園申し込みは、保育課、子育て支援課給付係本庁舎担当、市民課塩原庁舎担当及び市民課箒根出張

所において、随時受付しています。（居住地以外の保育園等に入園を希望する場合も同各課が窓口です。） 

なお、保育園等に入園する児童を選考する場合においては、ひとり親家庭を保育園等の入園の必要性

が高いものとして、優先的に入園できるよう配慮しています。 

また、ひとり親家庭に対しては、保育料の減免制度があります。 

 

 

 

＊幼稚園・認定こども園の預かり保育 母 父 
 多くの幼稚園では教育課程時間（通常午前１０時から午後２時まで）の前後や夏休み等に園児を預か

るサービスを実施しています。預かる時間や利用料金等については幼稚園によって異なります。 

 

 

 

＊放課後児童クラブ（学童保育） 母 父 
仕事などで昼間保護者等が家にいない家庭の児童を、放課後や夏休みなどの長期休業期間中にお預か

りし、適切な遊びや生活の場を提供するところです。対象は、小学生の児童です。 

また、公設の児童クラブでは、定期利用をしている児童のうち生活保護受給世帯及び就学援助費の交

付決定を受けている世帯への減免制度があります。 

なお、民設クラブにおける減免制度の実施状況については、各クラブにお問い合わせください。 

 

 

  

お問合わせ先  保育課 管理係（℡0287-46-5536） 

お問合わせ先  子育て支援課 子ども福祉係（℡0287-46-553２） 

お問合わせ先  希望の幼稚園・認定こども園にお問い合わせください 
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＊学習支援教室 母 父 
要保護世帯や準要保護世帯などの中学生を中心に学習支援や進学などの助言等を行い、学習習慣・生

活習慣の確立や学習意欲の向上を図ります。 

◆開催日時等 開催会場によって異なります。詳しくはお問い合わせください。 

◆開催場所 厚崎公民館、とようら公民館、西那須野公民館、塩原公民館 

（申し込み状況により会場が変わることもあります。） 

 ◆費用 無料（テキスト代等も必要ありません。） 

◆学習支援員（教員ＯＢ、大学生、その他経験者） 
◆学習内容 自主学習としますが、授業で理解できなかったことや宿題、更には受験等に備えての内

容についても支援します。（個人の学習到達度に合わせて対応します。） 

 

 

 

＊就学援助 母 父 

 子どもの就学のためにお金が必要なときは、母子寡婦福祉資金貸付制度に（P7）より、修学資金、就

学支度資金の貸付を受けられるほか、次のとおり奨学金など就学援助の制度があります。 

１ 義務教育就学援助 

  経済的理由によって、小学校、中学校、義務教育学校への就学が困難な児童・生徒には、学用品費

や給食費、修学旅行費などが支給されます。児童扶養手当を受給している方は、申請により、当制度

の対象となります。 

 

 

 

２ 那須塩原市奨学資金の給付・貸与 

経済的理由により、高等学校、大学等に修学困難な修学希望者に対して、奨学資金の給付と貸与を

行っています。他の奨学金との併用が可能です。 

 ◆ 給付型奨学金 

  ＜１人１回限り ２０万円＞ 

○国内進学 ▶本人か保護者が市内に住所を有する人で、国内の大学・短期大学に入学する人 

       （医療系の大学・短期大学については、在学する人も対象） 

○海外留学 ▶本人か保護者が市内に住所を有する人で、海外の大学・短期大学に入学する人 

 ◆ 貸与型奨学金（無利子） 

  ＜高校等：月額 1 万 8 千円、大学等：月額 3万円又は 5 万円（いずれか選択）＞ 

○国内進学 ▶本人か保護者が市内に住所を有する人で、国内の高等学校・高等専門学校・短期大

学・大学・専修学校の専門課程に在学（入学）する人 

○海外留学 ▶本人か保護者が市内に住所を有する人で、海外の大学・短期大学に在学（入学）する人 

 

 

 

３ 高等学校等就学支援金の支給 

  栃木県内の高等学校等に通学する生徒で、保護者の収入額が一定の所得未満の場合には、授業料に

充てるため、申請により、就学支援金の支給が受けられます。（支給期間：全日制３６月、定時制・通信制４８月） 

 

 

 

 

お問合わせ先   生活福祉課 生活支援係（℡0287-74-2613） 

お問合わせ先  学校教育課 学校支援教職員係（℡0287-37-5289） 

お問合わせ先  教育総務課 総務係（℡0287-37-5231） 

お問合わせ先  在学する学校 
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お問合わせ先  公益財団法人栃木県育英会（℡028-623-3459） 

４ 奨学のための給付金（高校生等奨学給付金）の給付 

  低所得者世帯（生活保護（生業扶助）受給世帯及び市町村民税所得割が非課税である世帯）に対し

て、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、奨学のための給付金を支給します。 

 

 
  
   

５ 栃木県高等学校等修学資金の貸与 

  高等学校及び高等専門学校に在学する方で、勉学に意欲があるにも関わらず、経済的理由により修

学が困難な生徒に対して、修学資金の貸与を行っています。 

 

 

 

６ 公益財団法人栃木県育英会奨学金の貸与 

 ◆ 一般奨学金（高校生等） 

○ 県内に住所を有する方の子で、高校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含

む）、専修学校高等課程に進学を希望する人 

   ○ 県内に住所を有する方の子で、高校等に入学後、奨学金を希望する人 

    ○ 県内に住所を有する方の子で、高校等に入学後、主たる家計支持者の死亡や疾病、失職、火災、

風水害等のため家計に著しい影響を受け、緊急に奨学金を必要とする人 

 ◆ 入学一時金（高校生等） 

   県内に住所を有する方の子で、高校（特別支援学校の高等部を含む）、専修学校高等課程に進学 

を希望する人 

 ◆ 一般奨学金（大学生等） 

   県内に住所を有する方の子で、大学、短大に進学を希望する人 

 ◆ 入学一時金（大学生等） 

   県内に住所を有する方の子で、大学、短大、修業 2 年以上の専修学校専門課程に進学を希望する人 

 

 

 

７ 高等教育の修学支援新制度 

  住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の大学・短期大学・高等専門学校（４・５年）・専門学校に通

う学生は、授業料・入学金の免除もしくは減額と給付型奨学金の支給が受けられます。 

◆ 対象となる学校 

大学・短大・高等専門学校・専門学校（専修学校専門課程）で、国の定める要件を満たした学校 

対象校は日本学生支援機構のホームページにあるリストで確認できます。 

◆ 対象となる学生 

住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生で、学ぶ意欲がある学生。 

◆ 制度の詳細 

文部科学省特設サイト「高等教育の就学支援新制度」 

日本学生支援機構 奨学金ホームページ「奨学金の制度（給付型）」 

 

 

 

 

８ 日本学生支援機構 

  高等専門学校から大学院までの学費の貸与が受けられます。 

 

 
 

お問合わせ先  在学する学校 

お問合わせ先  在学する学校 

  国公立→栃木県教育委員会事務局総務課（℡028-623-3354） 

        私 立→栃木県経営管理部文書学事課（℡028-623-2056） 

お問合わせ先 

  給付型奨学金…日本学生支援機構 奨学金相談センター(℡0570-666-301)  

        授業料等減免…在学又は進学先の学校 

お問合わせ先 
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９ 交通遺児貸付金 

   交通事故により保護者の方が亡くなったり重度後遺障害を残すこととなった家庭の中学校卒業

までの子どもに対して貸し付けを行っています。 

◆ 貸付金額 

   一時金 １５５，０００円 育成資金月額 ２０，０００円 

   入学支度金（小・中学校入学時） ４４，０００円 

◆ 貸付期間 

   中学卒業まで 

◆ 据置期間 

   貸付終了後１年以内（高校、大学に進学する場合は、卒業するまで返還が猶予されます。） 

◆ 利子及び償還 

   無利子、２０年償還 

 

 

 

＊養育費と親子交流（面会交流） 母 父 
離別世帯の子どもに対する養育の責務は両親にあり、離婚によって変わるものではありませんが、養

育費の取り決めは進んでいない状況にあります。それは、養育費の取り決めが、離婚の状況により複雑

で難しい場合が多いためです。 

しかし、養育費は、子どもが社会人として自立するまで、親権の有無に関わらず、親として負担すべ

き子どものための費用であり、支払う義務があります。 

また、親子交流（面会交流）は、子どもと離れて暮らしている父または母が、子どもと定期的に・継

続的に会って話しをしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などで交流することをいいます。 

養育費の支払いと親子交流（面会交流）は別の問題で、交換条件にすることはできませんが、養育費

は子どもの生活を支えるもの、親子交流（面会交流）は子どもの健やかな成長を願って行うもので、ど

ちらも子どもにとって必要なものです。車の両輪のように実行していくものです。 

 

   ～ 民法第７６６条第 1項（平成 24 年 4月施行）～ 

 父母が協議上離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、

子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合

においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 

 

 

「こどもの養育に関する合意書作成の手引きと Q&A」（法務省ホームページ）➤ 

 

 

 

養育費の確保に向けての相談窓口 

＊子育て相談課 発達支援・ひとり親担当（℡0287-46-5538） 

＊母子家庭等就業・自立支援センターにおける弁護士による法律相談（℡028-665-7801） 

 ＊とちぎ男女共同参画センター[パルティ]における法律相談（℡028-665-7706） 

 ＊養育費相談支援センター（℡03-3980-4108・0120-965-419） 

 ＊その他養育費に関する相談窓口等 → 公証役場、家庭裁判所、弁護士会、法律扶助協会 

お問合わせ先  独立行政法人自動車事故対策機構栃木支所（℡028-622-9001） 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
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仕事のこと  

＊母子家庭等就業・自立支援センター 母 父 寡 

 ハローワークからの求人情報や独自開拓した求人情報を提供し、就業相談を行うほか、弁護士

による無料法律相談や中小企業診断士による企業相談を行っています。 

 ほかにも、介護職員初任者研修や医療事務研修、パソコン研修等の就業支援講習会を無料（テ

キスト代のみ有料）で行っています。 

 ※ 県は、（公財）栃木県ひとり親家庭福祉連合会へ事業委託しています。 

 

 

＊母子・父子自立支援プログラム策定事業 母 父 

 那須塩原市母子・父子自立支援プログラム策定員（母子・父子自立支援員が兼務）が、児童

扶養手当受給者のうち希望する者に対し、個々のケースに応じた自立支援プログラムを策定す

る事業です。  

【内容】 

 ・個別面接の実施 

  ・本人の生活状況や就業への意欲、資格取得への取り組み等について状況把握 

  ・自立支援計画書を策定し、給付金事業や生活保護受給者等就労自立促進事業等の福祉事務

所実施事業や、保育所優先入所、母子家庭等就業・自立支援センターやハローワークの活

用など、相談者の実情・課題に応じて様々な支援メニューを活用し、相談者の就労・自立

支援を図っていきます。 

 

 

＊ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業 母、父 

 母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業・自立を目指し就職に結びつく資格や技能を身につけ

るため、指定された講座（教育訓練給付講座）を受講した場合に、受講料の６割に相当する額（上

限あり）が支給されます。 

（注 1）受講前の事前申請が必要で、一定の所得制限があります。 

（注 2）雇用保険の教育訓練給付金の受給資格のある方については、その給付金を差し引いた

額が支給されます。 

 

※ 詳しくは市ホームページ参照 ➤ 

 

 

 

お問合わせ先  公益財団法人栃木県ひとり親家庭福祉連合会（℡028-665-7801） 

お問合わせ先  子育て相談課 発達支援・ひとり親担当（℡0287-46-5538） 

お問合わせ先  子育て相談課 発達支援・ひとり親担当（℡0287-46-5538） 

https://www.city.nasushiobara.lg.jp/soshikikarasagasu/kosodan/2/3514.html
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＊ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業 母 父 

 母子家庭の母及び父子家庭の父が、資格取得のための養成訓練（６か月以上のカリキュラム）

を受講する場合の生活負担を軽減するため、修業期間の全期間（上限４８か月）訓練促進費が支

給されます。 

（注 1）支給要件等の審査のため、受講前に事前相談が必要です。 

（注２）求職者支援制度（P16）における職業訓練受講給付金等の給付を受けている方は対象

外になります。 

 

【内容】 

①  対象資格 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、 

歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、LPI 認定資格 

シスコシステムズ認定資格など 

ただし、介護福祉士及び保育士は、まず、求職者支援制度（P16）の利用を検討して下さい。 

②  支 給 額 月額 10 万円 （市町村民税課税世帯は 70，500 円） 

      ※ 修学最終年限の支給額は 4 万円を加算 

 

※ 詳しくは市ホームページ参照 ➤ 

 

 

 

 

＊ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 母 父 

母子家庭の母及び父子家庭の父のうち、高等職業訓練促進給付金を受けて養成機関に入学する

方や、養成機関卒業後資格を取得した方を対象に、入学準備金・就職準備金の貸付を行います。 

【内容】 

① 貸付を受けられる方 高等職業訓練促進給付金の支給を受給していること。 

② 貸 付 額 入学準備金 養成機関への入学時に、５０万円を上限に貸付 

        就職準備金 養成機関を修了し、資格を取得した場合に２０万円を上限に貸付 

 ③ 貸付金の返還免除 養成機関修了から１年以内に資格を活かして就職し、５年間その職に 

従事した場合には、貸付金の返還を免除します。 

 ④ その他 連帯保証人を立てる場合には無利子となります。 

申請手続きはひとり親家庭福祉連合会で行いますが、事前に高等職業訓練促進給

付金の申請手続が必要となるため、市子育て相談課発達支援・ひとり親担当にお

いて事前相談を行ってください。 

 
 

 

 

 

お問合わせ先  子育て相談課 発達支援・ひとり親担当（℡0287-46-5538） 

お問合わせ先  母子家庭等就業・自立支援センター（℡028-665-7801） 

https://www.city.nasushiobara.lg.jp/soshikikarasagasu/kosodan/2/3501.html
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＊ひとり親家庭高等学校卒業認定試験合格支援事業 母 父 

 高等学校を卒業していない（中退を含む）ひとり親家庭の親とその子どもが、高卒認定試験の

合格を目指すために講座を受講した場合に、その受講料の一部を給付します。 

 （注）受講前に事前相談が必要です。 

 

※詳しくは市ホームページ参照 ➤ 

 

 

 

 

 

＊産業技術専門校 母 父 寡 

 就職に必要な知識や技能を身につけるために、訓練期間が２か月から 12 か月までの短期課程

と 2 年間の普通課程(本科・高等コース・資格取得コース)の職業訓練を行っています。短期課程

については、産業技術専門校が民間の教育訓練機関等に委託し、３ヶ月程度の職業訓練も実施し

ています。（託児サービスの利用が可能な講座もございます。） 

普通課程(本科)は、授業料等の負担があります（家庭の収入状況により減免となる場合有）が、

短期課程及び普通課程(高等コース・資格取得コース)は、テキスト代等の実費負担のみで、授業

料等は無料です。 

 

 

 

 

 

 

 

＊とちぎ男女共同参画センター 母 父(一部の講座のみ) 寡 

 男女共同参画社会の実現を目指す県民の拠点施設として、働きたい女性やキャリアアップを目

指す女性のために、パソコンの講習等を実施しています。 

 また、「しばらく働いていないけど働けるか心配」、「自分の適職がわからない」、「履歴書や職務

経歴書の書き方がわからない」というような、就職・再就職に関する相談をお受けします。 

 

とちぎ男女共同参画センター（パルティ） 

所在地  宇都宮市野沢町４－１ 

講座申込・問合せ専用電話  ０２８－６６５－７７０６  ９時～１７時 

就職・再就職相談専用電話  ０２８－６６５－８７２４ 

 電話・面接相談 毎週水曜日 ９～１２時、１３時～１６時 

 ※（面接相談は要予約）面接相談者用予約専用電話０２８－６６５－８３２３ 火～土 9 時～１６時 

※ 休館日：毎週月曜日、国民の休日、年末年始   ＵＲＬ http://www.parti.jp/ 

  ハローワーク黒磯 [住所地が黒磯地区の方]（℡0287-62-0144） 

 ハローワーク大田原 [住所地が西那須野・塩原地区の方]（℡0287-22-2268） 

        栃木県立県北産業技術専門校（℡0287-64-4000） 

お問合わせ先               （住所：那須町高久甲 5226-24） 

  栃木県立県央産業技術専門校（℡028-689-6374） 

                     （住所：宇都宮市平出工業団地 48-4） 

               栃木県立県南産業技術専門校（℡0284-91-0803） 

                     （住所：足利市多田木町 76） 

お問合わせ先  子育て相談課 発達支援・ひとり親担当（℡0287-46-5538） 

https://www.city.nasushiobara.lg.jp/soshikikarasagasu/kosodan/2/4208.html
http://www.parti.jp/
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＊生活保護受給者等就労自立促進事業  母  父   

 就労を希望する児童扶養手当受給者に対して、ハローワークと市母子・父子自立支援員が連携

し、支援メニューの中から、相談者のニーズに応じた就労支援を行います。 

(1) 職業準備プログラム 

①職場体験講習 ②職業準備セミナー ③個別カウンセリング ④グループワーク 

⑤就労意欲喚起等支援事業 

(2)就労支援メニュー 

①トライアル雇用の活用 ②公共職業訓練のあっせん ③求職者支援訓練の支援指示 

④民間の教育訓練講座の受講アドバイス 

  

 

＊公共職業安定所（ハローワーク） 母 父 寡 

 就職を希望される方に対する職業相談及び職業紹介、求人情報の提供、公的職業訓練（ハロー

トレーニング）のあっせんなどを行う国の機関です。  

 

 

 

＊マザーズコーナー（完全予約制） 母 父 

子育てと仕事の両立を希望している方への就職支援を行っています。キッズスペースを設置し、

子ども連れでもゆっくり相談できるようにしています。担当制による職業相談・紹介や面接への

準備を支援するほか、保育関連サービスや就職支援セミナーなどの再就職に必要な様々な情報を

提供します。 

ハローワーク大田原内に常時開設しているほか、「いきいきふれあいセンター」「つどいの広場

ほっぺ」「つどいの広場ま～る」でも、それぞれ年に 6 回出張相談会を行っています。 

                    

  

お問合わせ先  子育て相談課 発達支援・ひとり親担当（℡0287-46-5538） 

   ハローワーク黒磯 [住所地が黒磯地区の方]（℡0287-62-0144） 

        ハローワーク大田原 [住所地が西那須野・塩原地区の方]（℡0287-22-2268） 
お問合わせ先 

お問合わせ先  ハローワーク大田原 [マザーズコーナー]（℡0287-22-2268） 
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＊求職者支援制度 母 父 寡 

雇用保険を受給できない方などが、職業訓練によるスキルアップを通じて、早期就職を実現

するために、国が支援する制度です。 

◆ 支援内容 

 １ 再就職に必要なスキルを身に付けるための職業訓練を受講できます。 

 ２ 訓練期間中及び訓練終了後も、ハローワークが積極的な就職支援をします。 

 ３ 収入、資産などの一定要件を満たす方に、「職業訓練受講給付金」（職業訓練受講手当＝

月額 10 万円、通所手当＝通所経路に応じた所定額）を支給します。  

◆ 支援の対象となる方 

 １ ハローワークに求職の申込みをしていること 

 ２ 雇用保険に加入中でない、または雇用保険を受給中でないこと 

 ３ 働く意志と能力があること 

 ４ 職業訓練などの支援が必要であるとハローワーク所長が認めたこと 

◆ 受講できる訓練 

 １ 訓練期間は、１コース３～６ヶ月です。 

 ２ 訓練は、多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と特定の職

種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。 

 ３ 民間訓練機関が、厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。 

 ４ 開講予定の具体的なコース情報は、栃木労働局及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援

機構のホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

ハローワーク黒磯 [住所地が黒磯地区の方]（℡0287-62-0144） 

ハローワーク大田原 [住所地が西那須野・塩原地区の方]（℡0287-22-2268） 
お問合わせ先 
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優遇制度  
 

＊税の軽減 母 父 寡 

 ひとり親世帯、寡婦世帯の方は、所得税や住民税の軽減措置が受けられます。 

◆ ひとり親控除 

 所得控除額 所得税３５万円 住民税３０万円 

 所得者本人（男女問わず。）が、現に婚姻をしていない人（死別又は離別に限らず、未婚の場合

も含む。）又は配偶者の生死が明らかでない人で、次に掲げる人 

 １ 生計を一にする子（他の人の扶養親族とされていたり、年間の所得が４８万円を超える子

は除きます。）がいる人。 

 ２ 年間の所得が５００万円以下であること。 

 ３ 事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと。 

◆ 寡婦控除 

 所得控除額 所得税２７万円 住民税２６万円 

 所得者本人が、ひとり親に該当しない人で、次に掲げる人 

 １ 夫と離婚してから婚姻していない人で、扶養親族がいる人、又は、夫と死別した後婚姻し 

ていない人または夫の生死が明らかでない人 

 ２ 年間の所得が５００万円以下であること。 

 ３ 事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと。 

 

 

 

 

＊住民税の非課税 母 父 寡 

 障害者、未成年、寡婦又はひとり親で前年の所得が１３５万円以下の方、生活保護法による生

活扶助を受けている方などは、住民税が非課税となります。 

 

 

 

＊ＪＲ通勤定期の割引 母 父  

 児童扶養手当を受けている世帯に属している人は、ＪＲ東日本旅客鉄道（株）の通勤定期乗車

券を購入する場合に、３割引で購入することができます。事前に市が発行する定期券の購入証明

書が必要です。 

 

 

  給与所得のみの方 → 給与支払者へ照会してください。 

それ以外の方 → 大田原税務署（℡0287-22-3115） 

お問合わせ先  課税課 市民税係（℡0287-62-7121） 

お問合わせ先  子育て支援課 給付係（℡0287-46-5533） 

お問合わせ先 



№ 郵便番号 住所地 電話番号

1 那須塩原市 子育て相談課 発達支援・ひとり親担当 ３２９－２７９２ 那須塩原市あたご町２－３ ０２８７－４６－５５３８

2 那須塩原市 子育て相談課 児童家庭担当 ３２９－２７９２ 那須塩原市あたご町２－３ ０２８７－４６－５５３７

3 那須塩原市 子育て支援課 給付係 ３２９－２７９２ 那須塩原市あたご町２－３ ０２８７－４６－５５３３

4 那須塩原市 子育て支援課 子ども福祉係 ３２９－２７９２ 那須塩原市あたご町２－３ ０２８７－４６－５５３２

5 那須塩原市 保育課 管理係 ３２９－２７９２ 那須塩原市あたご町２－３ ０２８７－４６－５５３６

6 那須塩原市 社会福祉課 地域支援係 ３２５－８５０１ 那須塩原市共墾社１０８－２ ０２８７－６２－７１３５

7 那須塩原市 生活福祉課 生活支援係 ３２５－８５０１ 那須塩原市共墾社１０８－２ ０２８７－７４－２６１３

8 那須塩原市 生活福祉課 保護係 ３２５－８５０１ 那須塩原市共墾社１０８－２ ０２８７－６２－７１３６

9 那須塩原市 国保年金課 国保年金係 ３２５－８５０１ 那須塩原市共墾社１０８－２ ０２８７－６２－７１２９

10 那須塩原市 課税課 市民税係 ３２５－８５０１ 那須塩原市共墾社１０８－２ ０２８７－６２－７１２１

11 那須塩原市 教育総務課 総務係 ３２９－２７９２ 那須塩原市あたご町２－３ ０２８７－３７－５２３１

12 那須塩原市 学校教育課 学校支援教職員係 ３２９－２７９２ 那須塩原市あたご町２－３ ０２８７－３７－５２８９

13 ＮＰＯ法人

子育てほっとねっと
３２９－２７０５

那須塩原市南郷屋５－１６３
　　（健康長寿センター内）

０２８７－４７－６２５２

地域支援係 ０２８７－３７－５１２２

困窮支援係 ０２８７－３７－６８３３

15 事務局：那須塩原市社会福祉協議会 ３２９－２７０５ 那須塩原市南郷屋５－１６３ ０２８７－３７－５１２２

16 栃木県 ３２９－２７２３ 那須塩原市南町７－２０ ０２８７－３６－１０５８

17 栃木県 ３２０－００７１ 宇都宮市野沢町４－１
（パルティとちぎ男女共同参画センター内１Ｆ）

０２８－６６５－７８０１

18 栃木県 ３２０－００７１ 宇都宮市野沢町４－１ ０２８－６６５－７７０６

19 ３２５－００６１ 那須塩原市末広町５３－７１ ０２８７－７４－５９０１

20 ３２５－００６１ 那須塩原市末広町５３－７１ ０２８７－７４－２８００

21 ３２５－００２７ 那須塩原市共墾社１１９－１ ０２８７－６２－０１４４

22 ３２４－００５８ 大田原市紫塚１－１４－２ ０２８７－２２－２２６８

23 ３２４－８５４０ 大田原市本町１－２６９５－２２ ０２８７－２２－６３１１

24 ３２４－８６４２ 大田原市紫塚１－５－５４ ０２８７－２２－３１１５

25 ３２４－００５６ 大田原市中央２－３－２５ ０２８７－２２－２１１２

３２５－０００１ 那須町高久甲５２２６－２４ ０２８７－６４－４０００

３２１－０９０５ 宇都宮市平出工業団地４８－４ ０２８－６８９－６３７４

３２９－４２１４ 足利市多田木町７６ ０２８４－９１－０８０３

＊お問い合わせ先一覧＊

那須塩原市ひとり親家庭福祉連合会

県北児童相談所

母子家庭等就業・自立支援センター
（公益財団法人栃木県ひとり親家庭福祉連合会）

26

14 那須塩原市南郷屋５－１６３

那須塩原市ファミリーサポートセンター

那須プラザ（とちぎ県北不動産業協同組合）

栃木県立県央産業技術専門校

社会福祉法人
那須塩原市社会福祉協議会
地域福祉課

とちぎ男女共同参画センター（パルティ）

ハローワーク黒磯

ハローワーク大田原（マザーズコーナー）

関係機関名

大田原年金事務所

大田原税務署

宇都宮地方裁判所大田原支部、宇都宮家庭
裁判所大田原支部、大田原簡易裁判所

やしおプラザ（とちぎ県北不動産業協同組合）

栃木県立県南産業技術専門校

産業技術専門校

栃木県立県北産業技術専門校

３２９－２７０５

- 18 -











那須塩原市子ども未来部 子育て相談課 

＊発達支援・ひとり親担当＊ 

〒３２９－２７９２ 那須塩原市あたご町 2 番３号 

ＴＥＬ ０２８７－４６－５５３８ 

ＦＡＸ ０２８７－３８－１５１５ 

e-mail kosodatesoudan@city.nasushiobara.tochigi.jp 

  

ガイドブックは市ホームページからもご覧いただけます 
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